
16 

第３ 提出書類の内容 
 
 １ 提出書類 

提出書類は以下のとおりである。なお、提出書類については、本募集要項のほ

か、別添「様式集」を参照するものとする。 

（１）資格審査書類 

    資格審査書類受付時に次の書類を一括して、正本１部、副本１部提出する。 

   ① 参加表明書                    （様式Ａ－３） 

   ② 参加資格審査申請書                （様式Ａ－４） 

    〈添付書類〉 

     すべての構成員について、以下の書類を添付する。 

         ａ 社概要及び定款 

     ｂ 企業の決算報告書（単体及び連結、直近３カ年）   

     ｃ 納税証明書（法人税、消費税、法人事業税、法人市町村民税及び固定

資産税）の写し（直近１カ年） 

     ｄ 法人登記に関する登記事項証明書 

   ③ 構成員メンバー表                 （様式Ａ－５） 

 ④ 委任状（構成員→代表企業）            （様式Ａ－６） 

 ⑤ 委任状（代表企業内、構成員内）    （様式Ａ－７、Ａ－７－２） 

 ⑥ 代表企業の参加資格要件一覧            （様式Ａ－８） 

    〈添付書類〉 

      ａ 平成１７・１８年度加須市建設工事等指名競争入札参加資格者名簿へ

の登載及び格付を証する書類（建設工事入札参加資格級別格付決定通

知書の写し） 

     ｂ 建設業法第３条の１に規定する経営事項審査結果通知書の写し 

   ⑦ 管路施設の設計業務を行う企業の参加資格要件一覧  （様式Ａ－９） 

    〈添付書類〉 

     調書に記載した業務の委託契約書の写し、完成検査通知書または実績証明

書の写し、及び設計大要が記載されている資料  

   ⑧ 汚水処理施設の設計業務を行う企業の参加資格要件一覧（様式Ａ－１０） 

    〈添付書類〉 

     ａ 建築士法第２３条に規定する建築士事務所の登録に係る登録通知書の

写し 

     ｂ 調書に記載した業務の委託契約書の写し、完成検査通知書または実績

証明書の写し、及び設計大要が記載されている資料 

   ⑨ 管路施設の建設業務（土木工事、建築工事、機械器具設置工事、電気工事）
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を行う企業の参加資格要件一覧               （様式Ａ－１１） 

    〈添付書類〉 

     ａ 建設業法第３条の１に規定する特定建設業の許可に係る許可通知書の

写し 

     ｂ 建設業法第３条の１に規定する経営事項審査結果通知書の写し 

     ｃ 工事実績に記載した業務の請負契約書の写し、工事完成検査通知書ま

たは施工実績証明書の写し、及び工事大要が記載されている資料  

   ⑩ 汚水処理施設の整備業務（土木工事、建築工事、機械器具設置工事及び電

気工事）を行う企業の参加資格要件一覧        （様式Ａ－１２） 

    〈添付書類〉 

     ａ 建設業法第３条の１に規定する特定建設業の許可に係る許可通知書の

写し 

     ｂ 建設業法第３条の１に規定する経営事項審査結果通知書の写し 

     ｃ 工事実績に記載した業務の請負契約書の写し、工事完成検査通知書ま

たは施工実績証明書の写し、及び工事大要が記載されている資料  

⑪ 維持管理・運営業務のうち汚水処理施設の保守点検業務を行う企業の参加

要件一覧                                    （様式Ａ－１３） 

    〈添付書類〉 

     ａ 調書に記載した業務の請負契約書の写し、業務完了検査結果通知書の

写し、及び当該業務内容を確認できる仕様書等 

⑫ 協力企業名簿                                 （様式Ａ－１５） 

    
（２）提案書類 

    提案書受付時に以下の書類（提案書提出届については１部、技術提案書及び

価格提案書については、正本１部、副本３０部）を一括して提出する。なお、

提出書類には、所定の表紙を付け、それぞれ１分冊とする。 

ア 提案書提出届 

     提案書提出届                  （様式Ｂ－１） 

 

イ 技術提案書 

   （ア） 管路施設の設計・建設 

    ① 設計説明書（管路計画平面図、計画縦断図）  （様式ＢＫ－１） 

    ② 設計説明書（管路施設設計計算書）      （様式ＢＫ－２） 

    ③ 設計説明書（特殊構造物等構造図）      （様式ＢＫ－３） 

    ④ 設計説明書（施工計画）           （様式ＢＫ－４） 

    ⑤ 設計説明書（工程計画）           （様式ＢＫ－５） 
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    ⑥ 当処理区内の地上条件及び地下条件に関する事業実施上の評価並びにこ

の評価を踏まえたＳＰＣに求められる役割   （様式ＢＫ－６） 

    ⑦ 旧実施設計との比較優位性の確保       （様式ＢＫ－７） 

    ⑧ 建物、井戸または用水施設との近接工事を行う場合の設計及び施工計画 

                            （様式ＢＫ－８） 

    ⑨ 工事期間中における地域住民の生活に対する利便性の確保 

                            （様式ＢＫ－９） 

    ⑩ 設計図書（管路計画平面図、計画縦断図） 

    ⑪ 設計図書（管路施設設計計算書） 

    ⑫ 設計図書（特殊構造物等構造図） 

    ⑬ 設計図書（各仮設、工法等構造図） 

    ⑭ 設計図書（概略工程表） 

 

   （イ）汚水処理施設の設計・建設 

    ①  設計説明書（容量等計算書）         （様式ＢＯ－１） 

    ② 設計説明書（施工計画）           （様式ＢＯ－３） 

    ③ 施設の優れた維持管理性等の確保       （様式ＢＯ－４） 

    ④ 工事の安全性及び確実性の確保        （様式ＢＯ－５） 

    ⑤ 設計図書（容量等計算書）           

    ⑥ 設計図書（全体平面図） 

    ⑦ 設計図書（フローシート） 

    ⑧ 設計図書（設備上部平面図） 

    ⑨ 設計図書（設備下部平面図） 

    ⑩ 設計図書（設備断面図） 

    ⑪ 設計図書（施設鳥瞰図） 

    ⑫ 設計図書（概略工程表） 

 

   （ウ）維持管理・運営 

    ① 維持管理体制                （様式ＢＩ－１） 

    ② 管路施設                  （様式ＢＩ－２） 

    ③ 汚水処理施設                （様式ＢＩ－３） 

    ④ 長期修繕計画                （様式ＢＩ－４） 

    ⑤ 長期修繕計画書               （様式ＢＩ－４－２） 

 

   （エ） 事業計画その他  

    ① 事業収支計画                （様式ＢＪ―１－２） 
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    ② 事業スキーム図               （様式ＢＪ－１－３） 

    ③ 建設委託料（過年度分）の金利及び調達額の算定（様式ＢＪ―２－２） 

    ④ 資金調達の方法               （様式ＢＪ－２－３） 

    ⑤ リスク管理方針               （様式ＢＪ－３－２） 

    ⑥ 本事業の早期効果発現のための措置        （様式ＢＪ－４） 

    ⑦ 地域振興に対する貢献             （様式ＢＪ－５） 

 

ウ 価格提案書 

① 価格提案書（全体）             （様式ＢＰ－１） 

② 価格提案書（内訳）             （様式ＢＰ－２） 

③ 建設委託料内訳書及び費用負担計算書     （様式ＢＰ－３－２） 

④ 維持管理委託料内訳書            （様式ＢＰ－４－２） 

 

   エ その他 

    ① 配属予定技術者の業務実績等の要件一覧    （様式Ａ－１４） 
    ② 配属予定技術者の資格を証する書類 

       ③ 配属予定技術者の実績として記載された業務に対する当該技術者の従事

を証明する資料 

 

 ２ 応募の無効に関する事項 

   次のいずれかに該当する応募は、無効とする。 

   ① 応募者の参加資格要件の無い者が行った応募 

   ② 「参加表明書」に記載された代表企業以外の者が行った応募  

   ③ 応募者の記名及び押印を欠く応募、または応募事項を明示しない応募 

   ④ 参加表明書等に虚偽の記載をした者が行った応募 

   ⑤ 誤字、脱字等により意思表示が不明確な応募 

⑥ 同一事項に対し、２通以上の書類提出がなされた応募 

⑦ その他募集要項等において示した応募に関する条件に違反した応募 

 

 ３ 優先交渉権者の決定方法 

   ① 市は、提案審査における「総合評価順位」を踏まえ、優先交渉権者を決定

する。 

   ② 優先交渉権者が事業契約を締結しない場合、または事業契約を締結できな

い場合には、「提案審査」における総合評価順位の高い者から順に契約交渉

を行うことがある。 
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第４  優先交渉権者決定後の措置 

 

１ 基本協定の締結 

  市は、優先交渉権者と基本協定を締結する。ただし、優先交渉権者が基本協定

締結までの間に第２、４、（２）のいずれかの要件に該当した場合は、優先交渉

権者との基本協定及び優先交渉権者が設立するＳＰＣとの事業契約は締結しな

い。 

 

２ 特別目的会社（ＳＰＣ）の設立等 

  （１）出資の条件等  

① 優先交渉権者は、本事業を遂行するため、ＳＰＣを会社法（平成１７年法

律第８６号）に基づく株式会社として埼玉県内に設立する。 

② SPC の発行する全ての株式は、構成員により本事業の契約期間終了時まで

保有されなければならない。また、代表企業の SPC への出資割合は５０％

を超えなければならないものとする。 

③ 構成員によるＳＰＣへの出資金額は、８千万円を超えるものとする。 

 

  （２）有資格者の配置 

    以下の要件を満たす工事監理者を配置すること。 

   ① 工事監理者が所属する企業が、建築士法第２３条の規定に基づく一級建築

士の登録を行っていること。 

   ② 建設業法第２７条の１８の規定による監理技術者資格証を有し、専任で従

事できること。 

        

３ 事業契約の締結 

① 市は、ＰＦＩ法第 9 条の規定に基づき、市議会の議決を得た上で、優先交

渉権者が設立するＳＰＣと事業契約を締結する。 

② 事業契約締結に係る費用は、SPC の負担とする。 

③ ＳＰＣは、契約締結後速やかに、提案価格の積算内訳書を市に提出し、確

認を受けなければならない。 

 

４ ＳＰＣの権利義務等に関する制限 

 （１）ＳＰＣの事業契約上の地位の譲渡等 

市の事前の文書による承諾がある場合を除き、SPC の構成者は契約上の地

位及び権利義務を譲渡、担保提供その他の方法等により処分してはならない。 
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（２）ＳＰＣの株式の譲渡・担保提供等 

    ＳＰＣの構成員は、本事業が終了するまでＳＰＣの株式を保有するものとし、

市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一

切の処分を行ってはならない。 

 

  （３）債権の譲渡 

    ＳＰＣが、市に対して有する本事業の施設整備業務及び維持管理・運営業務

に係る債権は、市の事前の書面による承諾がなければ譲渡することができない。 

 

  （４）債権への質権設定及び債権の担保提供 

    ＳＰＣが、市に対して有する本事業の施設整備業務及び維持管理・運営業務

に係る債権に対する質権の設定及びこれの担保提供は、市の承諾がなければ行

うことができない。 

 

  （５）土地の使用等 

    ＳＰＣは、事業期間中において、特定事業の用に供するために、汚水処理施

設の建設予定地を無償で使用することができる。 

 

  （６）財務諸表の提出 

    ＳＰＣは、毎会計年度、当該会計年度の財務諸表（会社法第４３５条第２項

に規定する計算書類、事業報告及び附属明細）を作成し、公認会計士または監

査法人による監査を受けた上で、監査報告書とともに毎会計年度経過後３カ月

以内に市に提出する。また、市は、当該計算書類を公開できるものとする。 

 

５ 契約保証金 

  契約保証金については、以下のとおりとする。 

  （１）率 

    施設整備業務に要する費用（ただし、割賦支払利息を除く。）並びにこれに係

る消費税額及び地方消費税額の１００分の１０以上。 

 

  （２）次に掲げる有価証券等を提供することにより、契約保証金の納付に代える

ことができる。 

   ① 国債または地方債の証券 

   ② 鉄道証券その他の政府の保証のある証券 

   ③ 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券 

   ④ 銀行が振出しまたは支払保証をした小切手 
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   ⑤ 銀行が引受けまたは保証若しくは裏書をした手形 

   ⑥ 銀行に対する定期預金債権 

   ⑦ 銀行等または保証事業会社の保証（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和 27 年法律第 184 号）第 2 条第 4 項に規定する保証事業会

社をいう。） 

 

  （３）次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 

   ① SPC が保険会社との間において、市を被保険者とし、保険金額を契約保

証金額とする履行保証保険契約を締結した場合 

   ② SPC から委託を受けた保険会社との間において、保険金額を契約保証金

額とする工事履行保証契約を締結した場合 

 

 ６ 市とＳＰＣの責任分担 

  （１）基本的な考え方 

  本事業は、市とＳＰＣが適正にリスクを分担することにより、より低廉で

質の高いサービスを提供することを目指すものであるため、原則としてリス

クを生じた原因者がそのリスクを負担するものとする。 

本事業において、施設整備業務及び維持管理・運営業務の責任は、ＳＰＣ

に帰すものであり、ＳＰＣが建設した農業集落排水施設については、原則と

してＳＰＣのリスクで性能保証を行う。 

ただし、不可抗力等の、市または SPC のいずれかの責めにも帰すること

のできないものについては、原則として市がリスクを分担するものとする。 

 

   （２）予想されるリスクと責任分担 

      市とＳＰＣの責任分担は、事業契約によることとし、応募者は負担すべき

リスクを想定した上で、提案を行うものとする。 

      リスク分担の程度や具体的内容について、募集要項等に示されていない場

合、または不明確なものがある場合は、優先交渉権者と市との協議により定

めるものとする。 

 

   （３）金融機関との直接協定の締結  

      市は、事業の継続を確保する目的で、ＳＰＣに対して資金提供を行う金融

機関等と協議を行い、直接協定を結ぶことがある。 
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第５ 事業の実施に関する事項 

１ 業務の委託 

ＳＰＣが本事業における業務の一部を構成員以外に委託する場合、または請け

負わせる場合は、事前に市の承諾を得るものとする。 

 

２ 保険 

ＳＰＣまたは民間事業者は、建設期間中において、建設工事保険及び第三者賠

償責任保険に加入することが必要である。維持管理期間中においては、第三者賠

償責任保険及び火災保険に加入することが必要である。 

保険等の具体的内容は、「業務要求水準書」で示す。 

 

３ 市による事業実施の監視（モニタリング） 

① 市による事業実施の監視（以下「モニタリング」という。）は、ＳＰＣに

おけるセルフモニタリングによる自主改善が十分に機能するように措置

されることを前提とする。 

   ② 市は、このようなＳＰＣの改善措置を前提として、事業の実施状況のモニ

タリングにより、ＳＰＣが定められた業務を確実に実施し、業務要求水準

書に記載された要求水準を達成しているか否かを確認する。 

   ③ 市はモニタリングの結果、ＳＰＣが提供するサービスが要求水準に達して

いない場合には、改善勧告を行い、要求水準を達成するよう求める。状況

を改善することができない場合、またはＳＰＣが改善勧告に従わない場合

には、契約を解除する場合がある。 

   ④ モニタリング及びサービス購入料の減額等に係る詳細は、別紙２「モニタ

リング及びサービス購入料の減額等の方法説明書」のとおりとする。 

 
 ４ 事業内容または契約の解釈について疑義が生じた場合の措置 
   事業内容または契約の解釈について疑義が生じた場合は、市とＳＰＣは誠意を

もって協議する。なお、契約に関する紛争については、さいたま地方裁判所を第

一審の管轄裁判所とする。 
 
 ５ 募集要項等に対する問合せ先（担当窓口） 
   募集要項等に対する問合せ先（担当窓口）は、以下のとおりとする。 

加須市 上下水道部 農業集落排水課 

〒347-0032 加須市花崎 2046 加須市環境浄化センター２階 

電話：0480-65-5432 

e-mail：noshu@city.kazo.lg.jp 
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【別紙１】 

サービス購入料の算定方法及び支払い方法説明書 

 

第１ サービス購入料の基本的考え方 

 

１ ＳＰＣの収入 

本事業におけるＳＰＣの収入は、ＳＰＣが市に提供したサービスに対する対価

として市がＳＰＣに支払うサービス購入料である。 

また、サービス購入料は、施設整備業務に対して支払われる建設委託料並びに

維持管理・運営業務及び事業終了時の措置に対して支払われる維持管理委託料に

区分される。 

なお、ＳＰＣは、受益者から直接得られる収入を自らの収入とすることができ

る。 

                          建 設 委 託 料 

   SPC の収入    サービス購入料     

                          維持管理委託料 

             直接収入 

 

（１）建設委託料の構成 

建設委託料は、農業集落排水施設の施設整備業務に要する費用及び業務を実

施するためにＳＰＣが必要とする費用から構成される。 

なお、建設委託料のうち、施設整備費（割賦手数料を除いたもの）は、国庫

補助金及び埼玉県の交付金の対象となる補助対象事業費及びそれ以外の非補助

対象事業費に区分される。 
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支払の区分 費用内訳 ＳＰＣが実施する業務 

施設整備費 

  補助対象 

  非補助対象 

・設計費 

・工事監理費 

・建設費 

・保険料 

・建中金利 

・開業費 

・融資組成費 

・公租公課 

・会社運営費 

・その他費用 

建 設 委 託

料 

割賦手数料 ＳＰＣの調達

する資金の金

利 

施設整備業

務 

・管路施設の設計及び

関連業務 

・汚水処理施設の設計

及び関連業務 

・管路施設の建設業務

・汚水処理施設の建設

業務 

・工事監理業務 

・処理機能調整工事業

務 

・既設管路調査業務 

・周辺家屋等影響調査

業務 

・各種申請等補助業務

・住民対応業務 

 

（２）維持管理委託料の構成 

維持管理委託料は、農業集落排水施設（既設管路を含む。）の維持管理・運営

業務及び事業終了時の措置に要する費用及び業務を実施するためにＳＰＣが必

要とする費用から構成される。 

支払の区分 費用内訳 ＳＰＣが実施する業務 

維持管理・運

営業務 

・管路施設の維持管理業務

・汚水処理施設の維持管理

業務 

・農業集落排水施設の運営

等業務 

維持管理委託料 ・人件費 

・電力費 

・上水道費 

・通信費 

・保守点検費 

・水質検査費 

・汚泥処分費 

・薬品費 

・修繕費 

・消耗品等費 

・清掃費 

・保険料 

・公租公課 

・会社運営費 

・その他費用 

事業終了時

の措置 

維持管理・運営移管業務
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（３）ＳＰＣの直接収入 

ＳＰＣは、受益者の排水設備（対象家屋から公共ますまでの宅内配管、水洗

化施設等）の設置工事、受益者の負担軽減のための分割払い制度等を実施し、

受益者から直接得られる収入を自らの収入とすることができる。 

 

２ サービス購入料支払いの考え方 

（１）建設委託料 

ア 建設委託料（当該年度分） 

市は、施設整備費の６割に相当する額を、国の補助金、県の交付金、受益

者の分担金、地方債等により資金を調達し、建設委託料（当該年度分）とし

て、設計及び建設期間中の各年度末に支払う。 

ただし、地方債については、その起債条件と、イにおけるＳＰＣの資金調

達条件とを比較考量し、地方債がより有利な条件で調達可能である場合には、

イのＳＰＣが調達する資金の一部または全部を地方債により調達し、建設委

託料（当該年度分）として、設計及び建設期間中の各年度末に支払う。 

 

   イ 建設委託料（過年度分） 

ア以外の費用はＳＰＣが調達することとし、市は、建設委託料（過年度分）

として、ＳＰＣが調達する資金を元本とし、その利息を合わせたものを、維

持管理・運営期間中に分割して年１回支払う。 

     

（２）維持管理委託料 

ア 市は、維持管理委託料を年１２回に分けて支払う。 

 

イ 維持管理委託料は、固定費及び変動費とする。 

 

ウ 変動費は受益者の接続状況（接続率）により算定される接続率に比例して

支払う。 

 

３ 市の支払うサービス購入料の財源 
  市がＳＰＣに支払うサービス購入料の財源内訳を以下に示す。 

（１）建設委託料 

ア 国の補助金 

    補助対象事業費の５０％に相当する額が実施年度において市に交付され

る。 
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イ 県の交付金（平成１９～２１年度交付分） 

補助対象事業費の７．５％に相当する額が実施年度の翌年度から５年間に

わたり均等に分割されて市に交付される。 

 

ウ 受益者の分担金 

施設整備費の８．５％に相当する額を、市が「加須市農業集落排水事業受

益者分担金の徴収に関する条例」に基づき、平成１８年度から４回に分けて

徴収する。 

 

エ その他の財源 

    市が下水道事業債の借入、または市の一般会計からの繰入により確保する。 

 

（２）維持管理委託料 

ア 県の交付金（平成２２～２６年度交付分） 

補助対象事業費の７．５％に相当する額が実施年度の翌年度から５年間に

わたり均等に分割されて市に交付される。 

 

イ 施設使用料 

農業集落排水施設の供用開始後に排水設備（宅地内配管等）を設置し、使

用を開始した受益者から市が「加須市農業集落排水処理施設設置及び管理条

例」に基づき徴収する。なお、市では、１戸当たり月４，０００円程度の施

設使用料を想定している。 

 

ウ その他の財源 

    市が市の一般会計からの繰入により確保する。 

 
 
第２ 建設委託料（過年度分）の提案 

 

応募者は、１に示す市の建設委託料（過年度分）の返済条件を前提とし、２に示

す市の起債に係る金利負担額と、民間資金の金利等負担額を比較し、民間資金で、

より市の負担額が低くなる提案が可能である場合には、民間資金が有利である金額

について、施設整備費の４割を上限として民間資金により調達する提案を行うもの

とする。 

なお、建設委託料（過年度分）の提案を行わないことも可能である。 
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１ 市の建設委託料（過年度分）の返済条件 

   市が支払う建設委託料（過年度分）の支払い条件は、以下のとおりとする。 

返済期間：１５年 

据置期間： ０年 
金  利：民間事業者からの提案による（固定金利） 
返済方法：元利均等（年 1 回返済） 
支払時期：年度当初（4 月 30 日を支払期日とする。なお、当該支払期日が

休日の場合は翌営業日の支払いとする。） 
 

２ 提案審査に用いる地方債の起債金利 

提案審査に用いる地方債の起債金利は、以下のとおりとする。 

なお、応募者は、市が資格審査結果通知に添付して提示する平成１８年１０月

２日時点における地方債金利により、市の起債に係る金利負担額と民間資金の金

利等負担額とを比較し、提案を行うものとする。 

起債金利 ２．０％（平成１８年７月２０日現在、償還期間１５年 

（据置０年）の固定金利、元利均等払） 

 
 
第３ 提案価格及び評価価格 
 

１ 提案価格の算定 

応募者は、市が支払うサービス購入料の総額（以下「提案価格」という。」）を

提案する。提案価格は、建設委託料と維持管理委託料を合算した額とし、消費税

及び地方消費税を含むものとする。 

提案価格は、インフレ率及び割引率を考慮しない金額とする。 

 

２ 評価価格の算定方法 

本事業を実施する民間事業者の選定において、価格の評価に用いる価格（以下

「評価価格」という。）は、以下のとおりとする。 

なお、評価価格は、インフレ率及び割引率を考慮しない金額とする。 

また、提案にかかる民間資金と地方債の優劣の比較は、主として金利の利率の

比較により行われることになるが、その他の要素についても比較の対象とする場

合がある。 

 

① 提案に係る民間資金が地方債よりも有利なものと判断された場合で、かつ建設

委託料（過年度分）の全部を民間資金で調達する提案がなされた場合 
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評価価格 ＝ 提案価格 

 

② 提案に係る民間資金が地方債よりも有利なものと判断された場合で、かつ建設

委託料（過年度分）の一部のみを民間資金で調達する提案がなされた場合 

評価価格 ＝ 提案価格 ＋ 地方債利息 

 

③ 提案に係る民間資金が地方債よりも不利なものと判断された場合 

評価価格 ＝ （ 提案価格 － 民間資金に係る利息相当額 － 融資手数料 ） 

＋ 地方債利息 

 

④ 民間資金の提案がなされなかった場合 

評価価格 ＝ 提案価格 ＋ 地方債利息 

 

 

第４ サービス購入料の支払い方法 

 

１ 支払いの基本的考え方 

市は、別紙２「モニタリング及びサービス購入料の減額等の方法説明書」に基

づくモニタリングを行い、業務要求水準書に定められたサービス水準が満たされ

ていることを確認した上で、ＳＰＣに対してサービス購入料を支払う。 

 

２ 建設委託料（当該年度分） 

市は、建設委託料（当該年度分）を、中間検査のモニタリングの結果により、

設計業務、建設業務とも毎年度の出来高に応じて平成１８年度から平成２１年度

の各年度末に以下に示す方法により支払う。 

① 平成１８年度から２０年度の市の支払額は、各年度の出来高の９０％を上限

とする。 

SPC は、出来高が決定された後、速やかに市に請求書を提出する。市は、

請求があった日から３０日以内に支払う。 

② 平成２１年度の市の支払額は、建設委託料（当該年度分）と前年度までに支

払った額の差額とする。建設委託料の改定があった場合は、それを考慮する。 

SPC は、完成及び引渡し検査に合格した後、速やかに市に請求書を提出す

る。市は、請求があった日から３０日以内に支払う。 

  

（１）出来高の確認及び算定方法 

 ア 設計業務 
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   市は、毎年度末に提出される中間検査報告書及び設計業務完了時に提出さ

れる設計図書の確認を行い、イ、①に示す方法により各年度の出来高を決定

する。 

 イ 建設業務 

市は、以下に示す方法により各年度の出来高を決定する。 

① ＳＰＣは、契約締結後に市に提出し、確認された提案価格の積算内訳書

に基づき、毎年度末に翌年度の工程表、建設委託料及び建設委託料の積

算内訳書を市に提出し、確認を受ける。 

② 市及びＳＰＣは、毎年度末に業務要求水準書に基づく中間検査を行う。 

③ ＳＰＣは、②の検査に基づき、①の書類により、出来高を算定し、市に

提出し、確認を受ける。 

    ④ 市は、①により、年度ごとに建設委託料（当該年度分）を確保する。各

年度ごとの建設委託料（当該年度分）の支払額は、契約締結後に市に提

出し、確認された提案価格の積算内訳書及び各年度末に提出される建設

委託料の積算内訳書に基づき市が決定する額を上限とする。 

 

３ 建設委託料（過年度分） 

① 市は、ＳＰＣ調達資金を元本とした建設委託料（過年度分）について、割

賦元本と割賦支払利息の合計額を第２の１に示す方法でＳＰＣに支払う。 

② 平成 22 年度から平成 3６年度の各年度当初（4 月 30 日を支払期日とす

る。なお、当該支払期日が休日の場合は翌営業日の支払いとする）におい

て、年 1 回、計 15 回にわたって支払う。 

③ 割賦金利は、提案による金利とする。 

④ SPC は、毎年度当初に市に請求書を提出する（提出期限毎年度 4 月 10

日）。なお、当該請求書の提出日が提出期限を超過した場合は、市から SPC

への支払いが遅延する場合もある（この場合、支払期日（４月３０日）の

翌日から実際の支払日までの間の経過利息について市は負担しない）。 

 

４ 維持管理委託料 

市は、維持管理委託料として、固定費と変動費を合算した額を平成２２年度

から平成３６年度の維持管理・運営期間中に年１２回、計１８０回にわたり、

ＳＰＣに支払う。 

市は、業務報告書受領後、ＳＰＣから請求があった日から３０日以内に支払

う。 

（１）固定費 

維持管理委託料のうち固定費は、維持管理・運営業務に要する費用のうち、
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固定的に支出する以下の費用とする。 

人件費、電力費の基本料金、上水道費、通信費、保守点検費、 

水質検査費、修繕費、消耗品等費、清掃費、保険料、公租公課、 

会社運営費、その他費用 

 

（２）変動費 

維持管理委託料のうち変動費は、維持管理・運営業務に要する費用のうち、

農業集落排水施設への接続状況により変動する以下の費用とする。 

電力費（基本料金を除く）、汚泥処分費、薬品費 

 

（３）変動費の算定方法 

変動費は、原則として提案のあった変動費に算定時点の同意戸数に対する接

続戸数の比率（以下「接続率」という。）を乗じて得た額とする。 

変動費の支払額 ＝ 提案による変動費 × 接続率（接続戸数／同意戸数） 

 

なお、変動費の詳細な算定方法は以下のとおりとする。 

① 接続率が２０％に達するまでは、２箇月毎に接続率を調査し、２０％を

乗じて得た額を翌月からの変動費に反映する。 

② 接続率が２０％を越え９５％に達するまでは、２箇月毎に接続率を調査

し、接続率を乗じて得た額を翌月からの変動費に反映させる。 

③ 接続率が９５％を越えた月以降は、１００％を乗じて得た額を翌月から

の変動費に反映させる。 

 

 

第５ サービス購入料の金額改定 

 

１ 物価変動による改定 

（１）建設委託料 

   建設委託料の物価の変動による改定は原則として行わない。 

   ただし、特別な要因により、主要な工事材料の日本国内における価格に著し

い変動が工期内に生じ、建設委託料が不適当となった場合、市またはＳＰＣは、

建設委託料の変更を請求することができる。 

   また、予期することの出来ない特別の事情により、日本国内において急激な

インフレーションまたはデフレーションが工期内に生じ、建設委託料が著しく

不適当となった場合、市またはＳＰＣは、建設委託料の変更を請求することが

できる。 
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   上記の場合において、建設委託料の変更額は、市及びＳＰＣが協議して定め

る。 

 

  （２）維持管理委託料 

維持管理委託料の物価の変動による改定は以下のとおりとする。 

① 事業契約時に定める維持管理委託料を基準額とし、各年度の対価を前年度

１０月１日時点で公表されている最新の物価変動指標に基づいて確定す

る。改定した維持管理委託料は翌年度４月１日以降の支払いに反映させる。 

   ② 企業向けサービス価格指数（下水道）に基づく改定については、改定率に 

小数点以下第４位未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。

前回改定が行われた時（改定がない場合は平成１８年１０月２４日時点で

公表されている最新の指数）と比べて１％以上の変動が認められる場合に

維持管理委託料の改定を行う。 

 

       改定後の支払額： APt = APz ×(CSPIt-1／CSPIz) 

            ただし、  （CSPIt-1／CSPIz －１）≧ 1.0% 

            または、-1.0％ ≧（CSPIt-1／CSPIz －１） 

             APt     :改定後の支払額  

             APz     :前回改定時の支払額   

             CSPIt-1 :改定時の前年度の企業向けサービス価格指数 

             CSPIz   :前回改定時の企業向けサービス価格指数 

 

   ③ 電力費の改定については、上記②によらず、改定された料金表により計算

された額とする。 

主な維持管理・運営業務 使用する指標 

管路施設の保守点検 

管路施設の清掃 

管路施設の

維持管理 

管路施設の修繕・更新 

汚水処理施設の運転 

汚水処理施設の保守点検 

水質検査 

汚水処理施設の清掃 

汚泥の処理・処分 

汚水処理施

設の維持管

理 

汚水処理施設の修繕・更新 

安全衛生対策 

緊急時における体制等の確保 

住民対応 

農業集落排

水施設の運

営等 

見学者の対応 

・電力費を除く費用 

企業向けサービス価格指数 

（下水道） 

【出典：日本銀行物価指数月報】

 

・電力費 

電力料金の改定に連動 
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２ 増加費用等の算定及びサービス購入料の改定 

（１）市が負担する増加費用等 

    市が負担する増加費用等は、業務要求水準書に示すとおりである。 

 

（２）増加費用等の算定 

増加費用等は、以下の資料に基づき、実際の現場条件を勘案してＳＰＣが算

定し、市と協議を行い決定する。 

① 技術提案書様式に基づき算定された以下の工事の直接工事費の概算金額 

・水道管の切り回し等工事 

・管路埋設後の道路復旧工事のうち、舗装復旧工事 

・既設管路との接続工事 

・水路を横断する施設の工事 

 ② 第４の２の（１）イの①で市が契約締結後及び毎年度末に確認した提案価

格の積算内訳書 

 

（３）増加費用等に伴うサービス購入料の支払い 

   ア 建設委託料 

     建設委託料に係る増加費用等は、市において、増加費用の支払に関する予

算措置が行われた後、速やかに支払われる。ただし、市は、建設委託料の増

額を行うことにより、増加費用等の支払いに代えることができる。 

     なお、建設委託料に係る増加費用等の建設委託料（当該年度分）と建設委

託料（過年度分）は、提案時の配分比率により決定することを原則とする。 

  

  イ 維持管理委託料 

  維持管理委託料に係る増加費用等は、市及びＳＰＣの協議により、支払い

方法を決定する。 

 

３ モニタリングによる減額 
市は、モニタリングの結果、ＳＰＣが実施した維持管理・運営業務について、

業務要求水準書に記載された水準を満たしていないことが認められた場合は、維

持管理委託料を減額するものとする。 

維持管理委託料の減額については、別紙２「モニタリング及びサービス購入料

の減額等の方法説明書」のとおりとする。 
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